
政
令
第

号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
六
条
第
二
項
第
三
号
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「

の
１
の
項
、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
を
「
２
の
項
及
び
４
の
項
、

の
１
の
項

（８）

（10）

（12）

（17）

（21）

（22）

（30）

（34）

（35）

（９）

、

の
２
の
項
、

、

、

、

、

、

の
２
の
項
、

の
１
の
項
、

、

、

並
び
に

」
に
改
め
る
。

（10）

（11）

（14）

（19）

（24）

（25）

（32）

（34）

（36）

（37）

（43）

（44）

別
表
第
一
の
表
一
の
第
一
の
一
の
イ
の

の
１
の
項
中
「Br

a
n
t
a
c
a
n
ad
e
n
si
s
le
u
c
o
pa
r
e
ia

」
を
「Br

a
n
t
a
h
u
t
ch
i
n
s

（１）

i
i
l
eu
c
o
pa
r
e
ia

」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
ロ
の

の
１
の
項
中
「L

u
n
d
a
c
i
r
rh
a
t
a

」
を
「F

r
a
t
e
rc
u
l
a
c
i
rr
h
a
t

（１）

a

」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
ニ
の

の
３
の
項
中
「ヨ

ナ
ク
ニ
カ
ラ
ス
バ
ト

」
を
「ヨ

ナ
グ
ニ
カ
ラ
ス
バ
ト

」
に
改
め

（１）

、
同
表
の
第
一
の
一
の
ホ
の

の
４
の
項
中
「H

a
l
i
a
e
et
u
s
p
e
l
ag
i
c
u
s
p
e
l
ag
i
c
us

」
を
「H

a
li
a
e
e
tu
s
pe
l
a
gi
c
u
s

」
に

（１）
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改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
ホ
の

中
６
の
項
を
削
り
、
５
の
項
を
６
の
項
と
し
、
４
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（１）

５
N
is
a
e
tu
s
ni
p
a
l
en
s
i
s
o
r
i
e
nt
a
l
is

（ク
マ
タ
カ

）

別
表
第
一
の
表
一
の
第
一
の
一
の
ヘ
の

の
１
の
項
中
「La
g
o
pu
s
m
ut
u
s
j
a
p
o
ni
c
u
s

」
を
「L

ag
o
p
us

m
ut
a
ja
p
o
n
i
ca

（１）

」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
チ
の

の
１
の
項
中
「C
a
r
du
e
l
i
s
s
i
n
ic
a
k
it
t
l
it
z
i

」
を
「C

h
l
or
i
s
si
n
i
ca

k
i
tt
l

（１）

i
t
z
i

」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
チ
の

中
１
の
項
か
ら
３
の
項
ま
で
を
削
り
、
４
の
項
を
１
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に

（３）

次
の
三
項
を
加
え
る
。

２
Lu
s
c
in
i
a
k
o
m
ad
o
r
i
k
o
m
a
do
r
i

（ア
カ
ヒ
ゲ

）

３
L
u
sc
i
n
i
a
k
o
m
ad
o
r
i
n
a
m
iy
e
i

（ホ
ン
ト
ウ
ア
カ
ヒ
ゲ

）

４
L
us
c
i
n
ia

k
o
ma
d
o
ri

s
ub
r
u
f
us

（ウ
ス
ア
カ
ヒ
ゲ

）

別
表
第
一
の
表
一
の
第
一
の
一
の
チ
の

の
１
の
項
中
「Pi

t
t
a
b
r
a
c
hy
u
r
a
n
y
mp
h
a

」
を
「Pi

t
t
a
n
y
m
p
ha

」
に
改
め
、

（４）

同
表
の
第
一
の
一
の
ル
の

の
１
の
項
中
「D

i
o
m
e
de
a
al
b
a
tr
u
s

」
を
「P

h
o
e
b
as
t
r
ia

a
lb
a
t
ru
s

」
に
改
め
る
。

（１）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
三
の
イ
の

中
３
の
項
を
削
り
、
４
の
項
を
３
の
項
と
し
、
５
の
項
を
４
の
項
と
し
、
同
表
の

（１）

第
一
の
三
の
イ
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（１）



５
G
o
ni
u
r
o
sa
u
r
us

s
pl
e
n
d
en
s

（オ
ビ
ト
カ
ゲ
モ
ド
キ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
六
の
ハ
中

を

と
し
、
同
表
の
第
一
の
六
の
ハ
の

の
２
の
項
中
「M

a
cu
l
i
ne
a
te
l
e
i
us

（２）

（３）

（１）

k
a
za
m
o
t
o

（ゴ
マ
シ
ジ
ミ
本
州
中
部
亜
種

）
」
を
「Ph

e
n
g
ar
i
s
t
e
l
ei
u
s
k
az
a
m
ot
o

（ゴ
マ
シ
ジ
ミ
関
東
・
中
部
亜
種

）
」

に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
六
の
ハ
中

を

と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（１）

（２）

（１

）

せ
せ
り
ち
ょ
う
科

１
C
ar
t
e
ro
c
e
ph
a
l
u
s
p
a
la
e
m
o
n
a
k
a
is
h
i
an
u
s

（タ
カ
ネ
キ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ
赤
石
山
脈
亜
種

）

２
Pa
r
n
ar
a
og
a
s
aw
a
r
e
ns
i
s
（オ
ガ
サ
ワ
ラ
セ
セ
リ

）

３
P
y
rg
u
s
ma
l
v
a
e
u
n
o
ma
s
a
hi
r
o
i

（ヒ
メ
チ
ャ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
六
の
ホ
の

の
１
の
項
中
「C

el
e
s
sk
a
l
o
zu
b
o
v
i
a
k
it
a
n
us

」
を
「C

e
le
s
ak
i
t
a
nu
s

」
に

（１）

改
め
、
同
表
の
第
一
の
七
の
イ
の

の

の
項
中
「S

a
t
s
u
m
a
h
e
m
i
h
e
l
v
u
s

」
を
「S

a
t
s
u
m
a
h
e
m
i
h
e
l
v
a

」
に
改
め
、
同
表

（１）

16

の
第
一
の
七
の
イ
中

を

と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（１）

（２）

（１

）

お
な
じ
ま
い
ま
い
科

１
N
es
i
o
he
l
i
x
o
m
p
h
al
i
n
a
b
i
p
yr
a
m
id
a
l
is

（オ
オ
ア
ガ
リ
マ
イ
マ
イ

）



２
N
e
si
o
h
e
li
x
om
p
h
al
i
n
a
o
m
p
h
al
i
n
a

（ヘ
ソ
ア
キ
ア
ツ
マ
イ
マ
イ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
４
の
項
を

の
項
と
し
、
３
の
項
を

の
項
と
し
、
２
の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
前

（１）

13

12

11

に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

５
A
r
is
a
e
m
a
i
n
a
en
s
e

（イ
ナ
ヒ
ロ
ハ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

６
A
r
is
a
e
m
a
i
s
hi
z
u
ch
i
e
ns
e
s
s
p
.
i
s
hi
z
u
c
hi
e
n
se

（イ
シ
ヅ
チ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

７
A
ri
s
a
em
a
ku
r
a
t
ae

（ア
マ
ギ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

８
Ar
i
s
ae
m
a
n
a
g
ie
n
s
e

（ナ
ギ
ヒ
ロ
ハ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

９
A
r
is
a
e
m
a
o
g
a
ta
e

（オ
ガ
タ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

1
0

A
ri
s
a
e
ma

s
e
pp
i
k
oe
n
s
e

（セ
ッ
ピ
コ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
１
の
項
を
４
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（１）

１
A
r
i
s
ae
m
a
a
b
e
i

（ツ
ル
ギ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

２
A
r
is
a
e
m
a
a
p
ri
l
e

（オ
ド
リ
コ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

３
A
ri
s
a
em
a
c
uc
u
l
l
at
u
m

（ホ
ロ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）



別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
２
の
項
を
５
の
項
と
し
、
１
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（２）

２
A
sa
r
u
m
h
e
xa
l
o
b
um

v
a
r
.
c
o
nt
r
o
ve
r
s
um

（シ
シ
キ
カ
ン
ア
オ
イ

）

３
As
a
r
um

k
in
o
s
h
it
a
e

（ジ
ュ
ロ
ウ
カ
ン
ア
オ
イ

）

４
A
s
ar
u
m
m
on
o
d
or
i
f
l
or
u
m

（モ
ノ
ド
ラ
カ
ン
ア
オ
イ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（２）
６

A
sa
r
u
m
s
a
ka
w
a
n
um

v
a
r
.
s
te
l
l
a
tu
m

（ホ
シ
ザ
キ
カ
ン
ア
オ
イ

）

７
As
a
r
um

s
at
s
u
me
n
s
e

（サ
ツ
マ
ア
オ
イ

）

８
A
s
ar
u
m
ya
e
y
a
me
n
s
e

（ヤ
エ
ヤ
マ
カ
ン
ア
オ
イ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
５
の
項
を
６
の
項
と
し
、
４
の
項
を
５
の
項
と
し
、
３
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（３）

４
As
p
l
e
ni
u
m
t
e
n
e
ru
m

（オ
ト
メ
シ
ダ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
３
の
項
を
４
の
項
と
し
、
２
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（４）

３
D
e
pa
r
i
a
m
i
n
am
i
t
a
ni
i

（ヒ
ュ
ウ
ガ
シ
ケ
シ
ダ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（４）



５
D
i
pl
a
z
i
um

p
in
-
f
ae
n
s
e

（フ
ク
レ
ギ
シ
ダ

）

６
D
ip
l
a
zi
u
m
s
u
b
t
ri
p
i
n
na
t
u
m

（ム
ニ
ン
ミ
ド
リ
シ
ダ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
２
の
項
を
３
の
項
と
し
、
１
の
項
を
２
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（５）

１
C
r
ep
i
d
i
a
st
r
u
m
a
m
e
ri
s
t
op
h
y
ll
u
m

（ユ
ズ
リ
ハ
ワ
ダ
ン

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（５）
４

S
au
s
s
ur
e
a
m
i
k
u
ra
s
i
me
n
s
i
s

（ミ
ク
ラ
ジ
マ
ト
ウ
ヒ
レ
ン

）

５
Sa
u
s
su
r
e
a
y
a
ku
s
i
m
en
s
i
s
（ヤ
ク
シ
マ
ヒ
ゴ
タ
イ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
の
第
二
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（35）

（44）

（34）

（43）

（33）

２
P
ro
c
r
i
s
b
o
n
in
e
n
si
s

（セ
キ
モ
ン
ウ
ラ
イ
ソ
ウ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（33）

（42）

（32）

（39）

（4
0

）

し
な
の
き
科

１
G
r
ew
i
a
rh
o
m
bi
f
o
l
ia

（ヒ
シ
バ
ウ
オ
ト
リ
ギ

）

（4
1

）

ほ
ん
ご
う
そ
う
科



１
S
c
ia
p
h
i
la

y
ak
u
s
hi
m
e
n
si
s

（ヤ
ク
シ
マ
ソ
ウ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
の
第
二
の

中
１
の
項
を
２
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

（31）

（38）

（30）

（37）

（29）

の
一
項
を
加
え
る
。

１
D
e
ut
z
i
a
na
s
e
an
a
v
a
r
.
a
m
a
no
i

（オ
キ
ナ
ワ
ヒ
メ
ウ
ツ
ギ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（29）

（34）

（3
5

）

な
す
科

１
Ly
c
i
an
t
h
es

b
on
i
n
e
ns
i
s
（ム
ニ
ン
ホ
オ
ズ
キ

）

（3
6

）

き
ぶ
し
科

１
S
ta
c
h
y
ur
u
s
ma
c
r
oc
a
r
pu
s
v
a
r
.
m
ac
r
o
c
ar
p
u
s

（ナ
ガ
バ
キ
ブ
シ

）

２
St
a
c
h
yu
r
u
s
m
a
c
ro
c
a
rp
u
s
v
a
r
.
pr
u
n
i
fo
l
i
u
s

（ハ
ザ
ク
ラ
キ
ブ
シ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、
同
表
の
第
二
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（28）

（33）

（27）

２
C
a
ll
i
a
n
th
e
m
um

k
i
ri
g
i
s
hi
e
n
se

（キ
リ
ギ
シ
ソ
ウ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（27）

（32）

（26）

（31）

（25）

（28）



（2
9

）

う
ら
ぼ
し
科

１
D
ry
n
a
ri
a
ro
o
s
i
i

（ハ
カ
マ
ウ
ラ
ボ
シ

）

２
Le
p
t
oc
h
i
lu
s
d
ec
u
r
r
en
s

（オ
キ
ノ
ク
リ
ハ
ラ
ン

）

（3
0

）

ひ
る
む
し
ろ
科

１
P
o
ta
m
o
g
et
o
n
p
r
a
el
o
n
gu
s

（ナ
ガ
バ
エ
ビ
モ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
表
の
第
二
の

中

の
項
を

の

（24）

（27）

（20）

（23）

（23）

（26）

（19）

25

29

項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

21

24

20

23

2
4

P
l
at
a
n
t
he
r
a
bo
n
i
n
en
s
i
s

（シ
マ
ツ
レ
サ
ギ
ソ
ウ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（19）

19

22

18

20

2
1

Od
o
n
t
oc
h
i
lu
s
h
at
u
s
im
a
n
us

（ハ
ツ
シ
マ
ラ
ン

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
項
の

（19）

17

19

12

16

11

次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

1
2

G
as
t
r
od
i
a
al
b
i
d
a

（ヤ
ク
シ
マ
ヤ
ツ
シ
ロ
ラ
ン

）



1
3

G
a
st
r
o
d
ia

u
ra
i
e
ns
i
s

（タ
ブ
ガ
ワ
ヤ
ツ
シ
ロ
ラ
ン

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（19）

（22）

（18）

（21）

（17）

（19）

（2
0

）
や
ぶ
こ
う
じ
科

１
M
y
rs
i
n
e
ok
a
b
ea
n
a

（マ
ル
バ
タ
イ
ミ
ン
タ
チ
バ
ナ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う

（16）

（18）

（12）

（15）

（14）

（17）

（11）

（12）

に
加
え
る
。

（1
3

）

き
ん
も
う
わ
ら
び
科

１
H
y
po
d
e
m
at
i
u
m
f
o
r
d
ii

（リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
キ
ン
モ
ウ
ワ
ラ
ビ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、
同
表
の
第
二
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（10）

（11）

（９）

２
Cl
a
o
x
yl
o
n
c
e
n
t
in
a
r
iu
m

（セ
キ
モ
ン
ノ
キ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
の
第
二
の

中
２
の
項
を
４
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

（９）

（10）

（８）

（９）

（７）

の
一
項
を
加
え
る
。

３
D
ry
o
p
te
r
i
s
h
a
n
g
ch
o
w
en
s
i
s

（キ
リ
シ
マ
イ
ワ
ヘ
ゴ

）



別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中

の
項
を
２
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（７）

１

１
C
te
n
i
ti
s
mi
c
r
o
le
p
i
g
er
a

（コ
キ
ン
モ
ウ
イ
ノ
デ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（７）

５
P
o
ly
s
t
i
c
hu
m
pi
c
e
o
pa
l
e
ac
e
u
m

（サ
ク
ラ
ジ
マ
イ
ノ
デ

）

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（７）

（８）

（６）

（７）

（５）

（６

）

あ
ぶ
ら
な
科

１
Dr
a
b
a
i
g
ar
a
s
hi
i

（シ
リ
ベ
シ
ナ
ズ
ナ

）

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
イ
の

の

の
項
中
「O

v
i
s
o
r
i
e
n
t
a
l
i
s
o
p
h
i
o
n

」
を
「O

v
i
s
a
r
i
e
s
o
p
h
i
o
n

」
に

（２）

26

改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
イ
の

の

の
項
中
「O

v
i
s
v
i
g
n
e
i
v
i
g
n
e
i

」
を
「O

v
i
s
a
r
i
e
s
v
i
g
n
e
i

」
に
改
め
、
同
表

（２）

27

の
第
一
の
六
の
ハ
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（１）

２
S
c
l
e
ro
p
a
ge
s
in
s
c
r
i
p
tu
s

（ス
ク
レ
ロ
パ
ゲ
ス
・
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
ゥ

昭
和
5
5
年
1
1
月
４
日

ス

）

別
表
第
三
の
第
一
の

中
１
の
項
を
３
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（１）



１
A
r
is
a
e
m
a
a
p
ri
l
e

（オ
ド
リ
コ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

２
A
ri
s
a
em
a
cu
c
u
l
la
t
u
m

（ホ
ロ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

別
表
第
三
の
第
一
の

に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

（１）
４

A
r
is
a
e
m
a
i
n
a
en
s
e

（イ
ナ
ヒ
ロ
ハ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

５
A
r
is
a
e
m
a
i
s
hi
z
u
ch
i
e
ns
e
s
s
p
.
i
s
hi
z
u
c
hi
e
n
se

（イ
シ
ヅ
チ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

６
A
ri
s
a
em
a
ku
r
a
t
ae

（ア
マ
ギ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

７
Ar
i
s
ae
m
a
n
a
g
ie
n
s
e

（ナ
ギ
ヒ
ロ
ハ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

８
A
r
is
a
e
m
a
o
g
a
ta
e

（オ
ガ
タ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

９
A
ri
s
a
e
ma

s
e
pp
i
k
oe
n
s
e

（セ
ッ
ピ
コ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ

）

別
表
第
三
の
第
一
の

中
２
の
項
を
５
の
項
と
し
、
１
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（２）

２
A
s
a
r
um

h
ex
a
l
ob
u
m
v
a
r
.
c
o
n
t
ro
v
e
r
su
m

（シ
シ
キ
カ
ン
ア
オ
イ

）

３
A
s
ar
u
m
ki
n
o
sh
i
t
a
e

（ジ
ュ
ロ
ウ
カ
ン
ア
オ
イ

）

４
A
sa
r
u
m
m
o
n
od
o
r
i
fl
o
r
um

（モ
ノ
ド
ラ
カ
ン
ア
オ
イ

）



別
表
第
三
の
第
一
の

に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（２）

６
A
sa
r
u
m
s
a
ka
w
a
n
um

v
a
r
.
s
t
el
l
a
tu
m

（ホ
シ
ザ
キ
カ
ン
ア
オ
イ

）

７
As
a
r
um

s
at
s
u
m
en
s
e

（サ
ツ
マ
ア
オ
イ

）

８
A
s
ar
u
m
y
ae
y
a
me
n
s
e

（ヤ
エ
ヤ
マ
カ
ン
ア
オ
イ

）

別
表
第
三
の
第
一
中

を

と
し
、
同
表
の
第
一
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（９）

（12）

（８）

２
C
al
l
i
an
t
h
em
u
m
ki
r
i
gi
s
h
i
en
s
e

（キ
リ
ギ
シ
ソ
ウ

）

別
表
第
三
の
第
一
中

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（８）

（11）

（７）

（９）

（1
0

）

う
ら
ぼ
し
科

１
D
ry
n
a
r
ia

r
o
os
i
i

（ハ
カ
マ
ウ
ラ
ボ
シ

）

別
表
第
三
の
第
一
の

中

の
項
を
８
の
項
と
し
、
６
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（６）

７

７
O
d
o
n
to
c
h
il
u
s
h
a
t
u
si
m
a
nu
s

（ハ
ツ
シ
マ
ラ
ン

）

別
表
第
三
の
第
一
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（６）

（８）

（３）

（５）

（５）

（７）

（２）

（３

）

き
く
科



１
S
a
us
s
u
r
ea

y
ak
u
s
im
e
n
s
is

（ヤ
ク
シ
マ
ヒ
ゴ
タ
イ

）

（４

）

あ
ぶ
ら
な
科

１
Dr
a
b
a
i
g
ar
a
s
h
ii

（シ
リ
ベ
シ
ナ
ズ
ナ

）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法

律
施
行
令
別
表
第
三
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
）
の
う
ち
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
絶
滅
の

お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
三
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
係

る
特
定
国
内
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
三
十

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
行
お
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
行
っ
て
い
る
者
」
と

、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
」
と
す
る
。



理

由

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
を
図
る
た
め
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
と
し
て
タ
カ
ネ
キ
マ
ダ
ラ
セ
セ

リ
赤
石
山
脈
亜
種
等
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




